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H19. 4.19東京高等裁判所 平成１７年(行コ)第１５４号 損害賠償代位請

求控訴，損害賠償請求を求める請求控訴事件

主 文

１ 原判決を次のとおり変更する。

(1) 本件訴えのうち，控訴人らが，被控訴人静岡県知事に対し，Ａに

対して静岡県に２９０６万３９００円並びにうち３５万３９００円に

対する平成１３年９月２８日から，及びうち２８７１万円に対する同

年１１月８日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払うよ

う請求することを求める請求に係る部分を却下する。

(2) 被控訴人Ｂは，静岡県に対し，２９０６万３９００円並びにうち

３５万３９００円に対する平成１３年９月２８日から，及びうち２８

７１万円に対する同年１１月８日から各支払済みまで年５分の割合に

よる金員を支払え。

(3) 控訴人らの被控訴人Ｃに対する請求及び被控訴人静岡県知事に対

するその余の請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は，第１審及び第２審を通じ，控訴人らと被控訴人Ｂとの間

においては，控訴人らに生じた費用の５分の１を被控訴人Ｂの負担とし，

その余は各自の負担とし，控訴人らとその余の被控訴人らとの間におい

ては，全部控訴人らの負担とする。

３ 本件訴訟のうち控訴人Ｄに関する部分は，平成１８年１２月１５日同

控訴人の死亡により終了した。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人Ｃ及び同Ｂは，静岡県に対し，各自２９０６万３９００円並
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びにうち３５万３９００円に対する平成１３年９月２８日から，及びう

ち２８７１万円に対する同年１１月８日から各支払済みまで年５分の割

合による金員を支払え。

３ 被控訴人静岡県知事は，Ｅ，Ｆ及びＡに対し，静岡県に対し各自２９

０６万３９００円並びにうち３５万３９００円に対する平成１３年９月

２８日から，及びうち２８７１万円に対する同年１１月８日から各支払

済みまで年５分の割合による金員を支払うよう請求せよ。

第２ 事案の概要

１ 本件は，静岡県の住民である控訴人らが，静岡県は，退職した教職員に

退職手当を支給する際，退職手当について源泉徴収した所得税（後記引用

に係る原判決中では「本件源泉所得税」と言い換えている。）の国に対す

る納付が静岡県教育委員会（後記引用に係る原判決中では「県教委」と言

い換えている。）財務課所属の職員の事務処理上の過誤により遅滞したた

めに，国に延滞税３５万３９００円（以下「本件延滞税」という。）及び

不納付加算税２８７１万円（以下「本件不納付加算税」という。）を納付

しなければならなくなり，これらを国に納付したことにより同額の損害を

被り，第一次的には民法第７０９条，第二次的には地方自治法第２４３条

の２第１項に基づき，静岡県知事である被控訴人Ｃ，当時静岡県教育委員

会財務課長であった被控訴人Ｂ，同課所属の職員であったＥ，同Ｆ及び同

Ａに対して不法行為による損害賠償請求権を有しているにもかかわらず，

その行使を違法に怠っているとして，① 地方自治法（平成１４年法律第

４号による改正前のもの）第２４２条の２第１項第４号に基づき，静岡県

に代位して，怠る事実に係る相手方である被控訴人Ｃ及び同Ｂに対し，静

岡県に対して損害賠償として控訴の趣旨第２項のとおりの金員を支払うこ

とを求めると共に，② 上記改正後の地方自治法第２４２条の２第１項第

４号に基づき，被控訴人静岡県知事に対し，怠る事実に係る相手方である



- 3 -

Ｅ，Ｆ及びＡに対し静岡県に対して控訴の趣旨第２項のとおり損害賠償の

請求をすることを求める住民訴訟である。

原判決は，控訴人らの請求をいずれも棄却した。これを不服とする控訴

人らが本件各控訴を提起した。

２ 法令の定め

次に掲げる法令の本件に適用される規定及び関係する規定は，地方自治

法（平成１４年法律第４号による改正前のもの）第２４２条の２第１項第

４号及び第２４３条の２第９項の規定のほかは，現行の規定と同一であり，

改正前の規定ではないが，参照の便宜のためにここに掲げる。平成１４年

法律第４号の施行期日は平成１４年９月１日である。漢数字は算用数字に，

読点はカンマにそれぞれ改め，促音はいずれも現在の表記によった。なお，

後記引用に係る原判決中では「地方自治法（平成１４年法律第４号による

改正前のもの）」を「旧法」と言い換え，また，「地方自治法」（現行の

地方自治法）を「法」と言い換えることを旨としている。

(1) 地方自治法（平成１４年法律第４号による改正前のもの）

（住民訴訟）

第２４２条の２

第１項 普通地方公共団体の住民は，前条第１項の規定による請求

をした場合において，同条第３項の規定による監査委員の監

査の結果若しくは勧告若しくは同条第７項の規定による普通

地方公共団体の議会，長その他の執行機関若しくは職員の措

置に不服があるとき，又は監査委員が同条第３項の規定によ

る監査若しくは勧告を同条第４項の期間内に行わないとき，

若しくは議会，長その他の執行機関若しくは職員が同条第７

項の規定による措置を講じないときは，裁判所に対し，同条

第１項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき，訴えを
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もって次の各号に掲げる請求をすることができる。ただし，

第１号の請求は，当該行為により普通地方公共団体に回復の

困難な損害を生ずるおそれがある場合に限るものとし，第４

号の請求中職員に対する不当利得の返還請求は，当該職員に

利益の存する限度に限るものとする。

第４号 普通地方公共団体に代位して行なう当該職員に対する損

害賠償の請求若しくは不当利得返還の請求又は当該行為若し

くは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認の請

求，損害賠償の請求，不当利得返還の請求，原状回復の請求

若しくは妨害排除の請求

第１１節 雑則

（職員の賠償責任）

第２４３条の２

第１項 出納長若しくは収入役若しくは出納長若しくは収入役の事

務を補助する職員，資金前渡を受けた職員，占有動産を保管

している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な

過失（現金については，故意又は過失）により，その保管に

係る現金，有価証券，物品（基金に属する動産を含む。）若

しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し，又は損傷

したときは，これによって生じた損害を賠償しなければなら

ない。次の各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はそ

の権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体

の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規

定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通

地方公共団体に損害を与えたときも，また同様とする。

第１号 支出負担行為
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第２号 第２３２条の４第１項の命令又は同条第２項の確認

第３号 支出又は支払

第４号 第２３４条の２第１項の監督又は検査

第２項 前項の場合において，その損害が二人以上の職員の行為に

よって生じたものであるときは，当該職員は，それぞれの職

分に応じ，かつ，当該行為が当該損害の発生の原因となった

程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。

第９項 第１項の規定によって損害を賠償しなければならない場合

においては，同項の職員の賠償責任については，賠償責任に

関する民法の規定は，これを適用しない。

(2) 地方自治法

（住民監査請求）

第２４２条

第１項 普通地方公共団体の住民は，当該普通地方公共団体の長若

しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員

について，違法若しくは不当な公金の支出，財産の取得，管

理若しくは処分，契約の締結若しくは履行若しくは債務その

他の義務の負担がある（当該行為がなされることが相当の確

実さをもつて予測される場合を含む。）と認めるとき，又は

違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の

管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認め

るときは，これらを証する書面を添え，監査委員に対し，監

査を求め，当該行為を防止し，若しくは是正し，若しくは当

該怠る事実を改め，又は当該行為若しくは怠る事実によつて

当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填(てん)するた

めに必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
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第２項 前項の規定による請求は，当該行為のあつた日又は終わっ

た日から１年を経過したときは，これをすることができない。

ただし，正当な理由があるときは，この限りでない。

（住民訴訟）

第２４２条の２

第１項 普通地方公共団体の住民は，前条第１項の規定による請求

をした場合において，同条第４項の規定による監査委員の監

査の結果若しくは勧告若しくは同条第９項の規定による普通

地方公共団体の議会，長その他の執行機関若しくは職員の措

置に不服があるとき，又は監査委員が同条第４項の規定によ

る監査若しくは勧告を同条第５項の期間内に行わないとき，

若しくは議会，長その他の執行機関若しくは職員が同条第９

項の規定による措置を講じないときは，裁判所に対し，同条

第１項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき，訴えを

もって次に掲げる請求をすることができる。

第４号 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に

損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方

公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし，

当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第２

４３条の２第３項の規定による賠償の命令の対象となる者で

ある場合にあっては，当該賠償の命令をすることを求める請

求

(3) 所得税法

第３章 退職所得に係る源泉徴収

（源泉徴収義務）

第１９９条
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居住者に対し国内において第３０条第１項（退職所得）に

規定する退職手当等（以下この章において「退職手当等」と

いう。）の支払をする者は，その支払の際，その退職手当等

について所得税を徴収し，その徴収の日の属する月の翌月１

０日までに，これを国に納付しなければならない。

３ 基本的な事実，争点及び争点に対する当事者の主張は，次のとおり訂正

し，後記４のとおり当事者の主張を付加するほかは，原判決「事実及び理

由」欄中の「第３ 事案の概要等」の１から３まで（原判決３頁２６行目

から１９頁２４行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。

(1) 原判決４頁１７行目から２６行目までを次のとおり改める。

「普通地方公共団体は，普通地方公共団体の長及びその補助機関たる

常勤の職員等に対し，給料及び旅費を支給しなければならず（地方自治

法第２０４条第１項），同項の職員は，退職年金等を受けることができ

ることとされている（同法第２０５条）。普通地方公共団体は，上記の

職員に対して給料を支払う際，所得税法第１８３条第１項により所得税

を徴収して同項所定の期限（その徴収の日の属する月の翌月１０日）ま

でに国に納付しなければならず，退職した職員に対して退職手当を支払

う際にも同法第１９９条により所得税を徴収して同項所定の期限（その

徴収の日の属する月の翌月１０日）までに国に納付しなければならない。

上記の給料の支払及び退職手当の支払は，普通地方公共団体の長が発す

る支出命令を受けて行われるのであるが，源泉徴収した所得税の納付は

期限が翌月１０日と定められているため，上記所得税はいったん歳入歳

出外現金として出納長が保管することとなり，普通地方公共団体の長が

発する出納通知（払出通知）を受けて，出納長が上記所得税を支払うこ

とにより国に納付されることになる。

静岡県財務規則によれば，静岡県知事が行う歳入歳出外現金及び保管
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有価証券の出納通知は，所管の課長が専決処理することができることと

され（第１８３条），出納通知者は，歳入歳出外現金の払出しをしよう

とするときは，歳入歳出外現金払出票（様式第９５号）によらなければ

ならないこととされている（第１８７条）。静岡県が教職員に対して支

払う給料から源泉徴収する所得税の出納通知（払出通知）は出納局集中

化推進室長が専決で行っており，退職した教職員に支払う退職手当から

源泉徴収する所得税の出納通知（払出通知）のみを教育委員会財務課長

が専決で行っていた。上記各払出通知は歳入歳出外現金払出票によって

行われるのであり，退職した教職員に支払う退職手当から源泉徴収する

所得税の払出通知をするための歳入歳出外現金払出票については，教育

委員会財務課所属の担当者がこれを起案して決裁に上程し，払出しを通

知する専決権限を有する財務課長が決裁印を押捺することによって作成

されていた。このようにして作成された歳入歳出外現金払出票は出納長

に回付され，出納長は上記所得税を国に納付することとされていた。

平成１３年４月及び５月当時，静岡県が退職した教職員に支払う退職

手当から源泉徴収する所得税の出納通知（払出通知）を行う文書である

歳入歳出外現金払出票は，教育委員会財務課所属の経理担当副主任であ

るＥがこれを起案して決裁に上程し，払出通知を専決で行う権限を有す

る教育委員会財務課長である被控訴人Ｂが決裁印を押捺することによっ

て作成することとされていた。被控訴人Ｂが不在の場合は，教育委員会

財務課課長補佐であるＡが代決で行うこととされていた。」

(2) 原判決５頁２０行目から２１行目を次のとおり改める。

「(1) 本件監査請求は，地方自治法第２４２条第２項所定の監査請

求期間を遵守した適法なものであるといえるか。」

４ 当事者の主張

(1) 控訴人らの請求の原因
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ア 住民訴訟の原告適格

控訴人らは，静岡県の住民である。

イ 静岡県による退職手当の支払及び源泉徴収した所得税の歳入歳出外

現金としての受入れ

静岡県は，平成１３年４月２３日，同年３月末日付けで退職した教

職員に退職手当合計額１９１億５６１３万８３６１円を支払うと共に，

源泉徴収した所得税合計５億７４２０万９７００円を歳入歳出外現金

として受け入れた。静岡県は，所得税法第１９９条により，同年５月

１０日までに上記所得税を国に納付すべき義務があった。

ウ 静岡県教育委員会財務課長が専決により行う静岡県知事の払出通知

と源泉徴収した所得税の出納長による国への納付

出納長が上記所得税を国に納付するためには静岡県知事の払出通知

が必要であり，上記払出通知は，静岡県教育委員会財務課長が専決に

よりこれを行う権限を有していた。

エ 静岡県が受けた損害

しかるに，静岡県教育委員会財務課所属の職員の事務処理上の過誤

のために上記の払出通知がされるのが遅延し，ようやく平成１３年５

月１５日に至って本件払出通知がされ，上記所得税は同日国に納付さ

れた。その結果，静岡県は，国に延滞税３５万３９００円及び不納付

加算税２８７１万円を納付しなければならなくなり，これらを国に納

付したことにより同額の損害を被った。

オ 被控訴人Ｂの責任

被控訴人Ｂは，平成１３年５月１０日当時，静岡県教育委員会財務

課長であり，静岡県が退職した教職員に支払う退職手当から源泉徴収

した所得税を出納長が国に納付するために必要な静岡県知事の払出通

知を専決により行う権限を有していたのであるから，上記教職員に対
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する退職手当の支出命令をすれば，所得税法第１９９条により，その

支払の際，その退職手当について所得税を徴収し，その徴収の日の属

する月の翌月１０日までにこれを国に納付しなければならないことを

知っていたか，又は当然知らなければならなかったのであり，出納長

が上記納付期限までに上記所得税の納付を完了することができるよう

に自己の補助職員に対する必要な指揮監督を行い，適時に払出通知を

すべき義務があったというべきである。にもかかわらず，被控訴人Ｂ

は，日頃から上記の払出通知をする事務の遂行を部下に任せ切りであ

り，決裁文書に押印するだけであって，担当者に職務懈怠がないかお

もんぱかって必要な措置を執ることをしなかったのであって，払出通

知をする文書である歳入歳出外現金払出票を作成する上で自己を直接

補助する職員であるＥが，所定の期間内に歳入歳出外現金払出票又は

緊急払出票を作成して決裁に上程すべき職務を怠っていることを看過

し，未然に適切な措置を執らなかったのであるから，上記作為義務に

違反し，自己の補助職員に対する必要な指揮監督を怠り，その結果出

納長が上記納付期限までに上記所得税の納付を完了することができな

かったというべきであって，静岡県が受けた上記の損害を賠償する責

任を免れない。

カ 被控訴人Ｃの責任

被控訴人Ｃは，平成１３年５月１０日当時，静岡県知事であり，前

記所得税を国に納付するために必要な払出通知をする本来的権限を有

していたのであるから，上記の払出通知をするについて専決権限を付

与した職員が適正に権限を行使するように啓発，教育すべき義務があ

った。しかるに，被控訴人Ｂは，オのとおり，上記の歳入歳出外現金

払出票を作成する事務の遂行を部下に任せ切りであり，決裁文書に押

印するだけであって，担当者に職務懈怠がないかをおもんぱかって必
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要な措置を執ることをしなかったのであるから，被控訴人Ｃには，被

控訴人Ｂに対する指揮監督上の過失があり，損害賠償責任がある。

キ Ｅの責任

Ｅは，平成１３年５月１０日当時，静岡県教育委員会財務課に所属

し，教育委員会財務課長であった被控訴人Ｂが専決により前記所得税

を国に納付するために必要な払出通知を行うについてこれを直接補助

する職員であり，上記所得税の払出通知の決裁文書の起案担当者であ

った。Ｅは，出納長が上記納付期限までに上記所得税の納付を完了す

ることができるように，情報システム室から送信される所得税集計表

を出力し，内容を確認した上，歳入歳出外現金払出票を起案し，決裁

に上程すべき義務を負っていたところ，同年４月２７日に情報システ

ム室から教育委員会財務課の財務会計端末に所得税集計表がメール配

信されることを知っていたのであるから，同日に財務会計端末を開き，

メール配信画面を見て，所得税集計表のメールが配信されているかど

うかを調べ，所得税集計表のメールが配信されていない場合には上司

にその旨を報告し，指示を仰ぐべき作為義務があった。しかるに，Ｅ

は，同日は財務会計端末のメール配信画面を見ず，同年５月７日に至

るまでメール配信画面を見なかったのであるから，上記作為義務に違

反したというべきである。そして，Ｅは，同月７日から１０日までは

メール配信画面を見て，所得税集計表のメールが配信されていないと

認識していたのであるから，上司にその旨を報告し，指示を仰ぐべき

作為義務があったのであり，同月１０日の直近には緊急払出票を作成

すべき作為義務があった。しかるに，Ｅは，同僚や上司に何ら相談せ

ず，関係部署に何ら照会をせず，上司に全く報告もせず，情報システ

ム室から所得税集計表が送信されるのを待って歳入歳出外現金払出票

を起案して決裁に上程すれば足りると漫然と考え，緊急払出票も作成
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しないまま，上記納付期限の４日後の平成１３年５月１４日になって

同僚から上記所得税の払出しをしたか尋ねられて初めて事の重大性に

気が付くまで，何らの措置を執らなかったのであるから，静岡県教育

委員会財務課長の前記の職務を直接補助する職務を行うについて重大

な過失によりこれを怠ったというべきであって，静岡県が受けた前記

の損害を賠償する責任を免れない。

ク Ｆの責任

Ｆは，平成１３年５月１０日当時，静岡県教育委員会財務課教育予

算班経理担当経理主査であり，Ｅの直近の上司としてＥが担当する事

務を支援して事務の進行管理をすべき職責を負っていた。Ｆは，Ｅが

前記所得税の払出通知の起案文書を適時に起案するように指導すべき

職責を負っていたのであり，これに必要な当該事務に関する知識を身

に付けた上で，出納長が上記納付期限までに前記所得税の納付を完了

することができるように，Ｅが，情報システム室から送信される所得

税集計表を出力し，内容を確認した上，歳入歳出外現金払出票と所得

税納付書を起案し，決裁に上程するように指導すべき義務を負ってい

た。しかるに，Ｆは，上記の作為義務に違反し，重大な過失によりこ

れを怠ったというべきであるから，静岡県が受けた前記の損害を賠償

する責任を免れない。

ケ Ａの責任

Ａは，平成１３年５月１０日当時，静岡県教育委員会財務課課長補

佐兼教育予算班長であり，直近の部下であるＦに対してはもちろん，

Ｅに対しても，担当する職務に遺漏のないよう指示及び注意を行うな

ど，執務状況について進行管理をすべき職責を負っていたのであり，

教育委員会財務課長の専決の権限を代決する権限も有していたのであ

るから，Ｆを通して又は直接に，Ｅに対し，同人が前記所得税の払出
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通知の起案文書を適時に起案するように必要な指導をすべき職責を負

っていたのであり，これに必要な当該事務に関する知識を身に付けた

上で，出納長が上記納付期限までに前記所得税の納付を完了すること

ができるように，Ｅが，情報システム室から送信される所得税集計表

を出力し，内容を確認した上，歳入歳出外現金払出票と所得税納付書

を起案し，決裁に上程するように，Ｆを通して又は直接に指導すべき

義務を負っていた。しかるに，Ａは，上記の作為義務に違反し，重大

な過失によりこれを怠ったというべきであるから，静岡県が受けた前

記の損害を賠償する責任を免れない。

コ 財産権の行使を怠る事実

静岡県は，以上のとおり，退職した教職員に退職手当を支給する際，

退職手当について源泉徴収した所得税の国に対する納付が静岡県教育

委員会財務課所属の職員の事務処理上の過誤により遅滞したために，

国に延滞税３５万３９００円及び不納付加算税２８７１万円を納付し

なければならなくなり，これらを国に納付したことにより同額の損害

を被り，第一次的には民法第７０９条，第二次的には地方自治法第２

４３条の２第１項に基づき，静岡県知事である被控訴人Ｃ，当時静岡

県教育委員会財務課長であった被控訴人Ｂ，同課所属の職員であった

Ｅ，同Ｆ及び同Ａに対して不法行為による損害賠償請求権を有してい

るにもかかわらず，その行使を違法に怠っている。

サ よって，控訴人らは，① 地方自治法（平成１４年法律第４号によ

る改正前のもの）第２４２条の２第１項第４号に基づき，静岡県に代

位して，怠る事実に係る相手方である被控訴人Ｃ及び同Ｂに対し，静

岡県に対して損害賠償として控訴の趣旨第２項のとおりの金員を支払

うことを求めると共に，② 上記改正後の地方自治法第２４２条の２

第１項第４号に基づき，被控訴人静岡県知事に対し，怠る事実に係る
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相手方であるＥ，Ｆ及びＡに対し静岡県に対して控訴の趣旨第２項の

とおり損害賠償の請求をすることを求める。

(2) 請求の原因に対する被控訴人らの認否

ア 請求の原因アの事実は不知。同イ及びウの事実は認める。

イ 同エの事実は認め，主張は争う。

ウ 同オ（被控訴人Ｂの責任）の事実のうち被控訴人Ｂが平成１３年５

月当時静岡県教育委員会財務課長であり，静岡県が退職した教職員に

支払う退職手当から源泉徴収した所得税を出納長が国に納付するため

に必要な静岡県知事の払出通知を専決により行う権限を有していたこ

とは認めるが，主張は争う。

控訴人らの主張する作為義務は，一般的，抽象的なものであるにす

ぎず，本件において被控訴人Ｂの責任を根拠付けるものとはならない。

被控訴人Ｂは，常に教育施策の立案から実施に至る過程にかかわって，

所属職員を指揮監督してそれを支える職責を果たしていたが，その総

括的立場から，日常において個々の支払や払出しといった業務につい

て決裁は行うものの，直接その進行について指揮することはなかった。

財務課長の職務は事務の総括にあり，日常の個々の支払や払出しとい

った業務については何らかの問題が発生しない限り，具体的な注意喚

起，指導を行うことはなかった。被控訴人Ｂが，平成１３年５月１４

日以前において，財務会計端末の配信画面における所得税集計表の出

力，払出票の作成，出納局への回付といった具体的な事務について直

接担当者に指示し，本件払出手続の遅延を回避することは現実的には

不可能であったといわざるを得ない。さらに，わずかでも遅延すれば

多額の延滞税及び不納付加算税の納付という重大な結果が発生するこ

とについて予見することも不可能であった。したがって，被控訴人Ｂ

に過失責任を負わせることはできない。



- 15 -

エ 同カ（被控訴人Ｃの責任）の事実のうち被控訴人Ｃが平成１３年５

月当時静岡県知事であり，前記所得税を国に納付するために必要な払

出通知をする本来的権限を有していたことは認め，その余の主張は否

認し，主張は争う。被控訴人Ｃは，前記所得税を国に納付するために

必要な払出通知をする本来的権限を有しているものの，所得税の払出

業務については，静岡県財務規則第１８３条により，県知事の権限で

ある歳入歳出外現金の払出通知を所管の室（課）長が専決処理するこ

とができることとなっていることから，金額の多寡にかかわらず，す

べて処理は専決権者にゆだねているものであって，個々の払出通知に

ついて被控訴人Ｃが関与することはない。

オ 同キの主張（Ｅの責任）は争う。Ｅは，平成１３年４月１２日に情

報システム室から「平成１３年４月分所得税集計表のメール出力につ

いて」という通知を受け，これにより，退職手当から源泉徴収した所

得税の払出については同月２７日に所得税集計表がメール配信される

こと，それを基に同年５月１０日までに支払われなければならないこ

とは，一般的知識としては分かっていたが，当時，担当者である自分

が払出票を作成し，起案して決裁を受けない限り，源泉徴収した所得

税が国に納付されないというシステムを十分理解するまでに至ってい

なかった。Ｅは，同年４月２７日には，同年５月８日に控えた義務教

育費説明会や決算見込み関係の事務に従事しており，財務会計端末を

他の職員が使用していたことから，結果的に財務会計端末を使用しな

かった。また，Ｅは，同月２日には，出納整理期間内であったことか

ら多くの者が財務会計端末を使用しており，なかなか使用できそうも

ない状況であったため，上記の義務教育費説明会や決算見込み関係の

事務に従事し，結果的に財務会計端末を使用しなかった。また，Ｅは，

所得税集計表のメールは誰かが一度取り出すと翌日には消えてしまう
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ことを知らなかったため，同月７日以降に財務会計端末の配信画面を

見たときも，所得税集計表のメールに具体的に接しなかったことから，

遅れているのだろうといった認識しかなかった。こうした状況で，Ｅ

は，同月８日に控えた義務教育費説明会や決算見込み関係の事務に専

ら従事し，所得税集計表を確認する機会を失ってしまったものである。

そのため，同月７日以降に財務会計端末の配信画面を見たときも，緊

急払出の前提となるべき遅延の事実の認識をせず，上司に報告し，指

示を仰がなければならない事態であるという認識をしていなかった。

本件における不作為の違法性を判断する前提となる作為義務違反を考

えるに当たっては，当該問題時点までにおける結果回避措置の普及度

と当該公務員の置かれている具体的状況の下で，そのような状況下に

ある者であれば，当該結果回避措置の存在を知っており，あるいは当

然知るべきであって，その結果，結果の発生を回避するための一定の

行為をすべきであったと判断されることが必要である。すなわち，上

記の者にとって結果の発生等が具体的に予見可能であることを要する。

しかるに，Ｅは，新任者であり，引継ぎが十分でなかったこと，４月

及び５月の業務課題が多かったこと，初めての払出票の起案であった

こと等から，財務会計システムについて十分理解するまでに至ってい

なかったこと，Ｅの周囲にも新任者が多く，Ｅが十分なサポートを得

られない状況にあったこと，所得税集計表のメールは一度取り出すと

翌日には消えてしまう仕組みになっており，財務会計システムの仕組

みそのものにミスが生じやすいという問題があったこと，さらに，Ｅ

は，わずかでも遅延すれば多額の延滞税及び不納付加算税を科される

という重大な結果が発生することについて予見することができなかっ

たこと等の事情が存在したものであって，Ｅが本件の結果発生を予見

してその発生を防止することは不可能であったから，Ｅに控訴人ら主
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張の作為義務違反はなく，過失責任を負わせることはできない。

カ 同クの主張（Ｆの責任）は争う。

キ 同ケの主張（Ａの責任）は争う。

ク 同コ（財産権の行使を怠る事実）は争う。

ケ 同サは争う。

第３ 当裁判所の判断

１ 判断の前提となる事実関係は，次のとおり訂正するほかは，原判決「事

実及び理由」欄中の「第４ 当裁判所の判断」の１（原判決１９頁２６行

目から３０頁８行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。

(1) 原判決２０頁１行目の「乙１から９」を「乙１～９，１２」に改め

る。

(2) 原判決２０頁２５行目から２１頁３行目までを次のとおり改める。

「静岡県財務規則によれば，静岡県知事が行う歳入歳出外現金及び保

管有価証券の出納通知は，所管の課長が専決処理することができること

とされ（第１８３条），出納通知者は，歳入歳出外現金の払出しをしよ

うとするときは，歳入歳出外現金払出票（様式第９５号）によらなけれ

ばならないこととされている（第１８７条）。静岡県が教職員に対して

支払う給料から源泉徴収する所得税の出納通知（払出通知）は出納局集

中化推進室長が専決で行っており，退職した教職員に支払う退職手当か

ら源泉徴収する所得税の出納通知（払出通知）のみを教育委員会財務課

長が専決で行っていた。上記各払出通知は歳入歳出外現金払出票によっ

て行われるのであり，退職した教職員に支払う退職手当から源泉徴収す

る所得税の払出通知をするための歳入歳出外現金払出票については，教

育委員会財務課所属の担当者がこれを起案して決裁に上程し，払出しを

通知する専決権限を有する財務課長が決裁印を押捺することによって作

成されていた。このようにして作成された歳入歳出外現金払出票は出納
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長に回付され，出納長は上記所得税を国に納付することとされていた。

平成１３年４月及び５月当時，静岡県が退職した教職員に支払う退職手

当から源泉徴収する所得税の出納通知（払出通知）を行う文書である歳

入歳出外現金払出票は，教育委員会財務課所属の経理担当副主任である

Ｅがこれを起案して決裁に上程し，払出通知を専決で行う権限を有する

教育委員会財務課長である被控訴人Ｂが決裁印を押捺することによって

作成することとされていた。被控訴人Ｂが不在の場合は，教育委員会財

務課課長補佐であるＡが代決で行うこととされていた。」

(3) 原判決２２頁５行目の次に行を改めて次のとおり加える。

「平成１３年４月２７日から同年５月１５日までの間におけるＥの認

識及び行動は，別紙「平成１３年４月２７日～同年５月１５日における

Ｅの認識及び行動の経過」のとおりである。」

(4) 原判決２８頁５行目の次に行を改めて次のとおり加える。

「平成１３年４月２７日から同年５月１５日までの間におけるＥの認

識及び行動は，前記のとおり，別紙「平成１３年４月２７日～同年５月

１５日におけるＥの認識及び行動の経過」参照」

２ 控訴人らによる本件監査請求と地方自治法第２４２条第２項所定の監査

請求期間の遵守（本案前の争点(1)）

地方自治法第２４２条第２項は，① 監査請求の対象事項のうち財務会

計上の行為については当該行為があった日又は終わった日から１年を経過

したときは監査請求をすることができないものと規定しているが，② 上

記の対象事項のうち同条第１項にいう怠る事実についてはこのような期間

制限を規定しておらず，怠る事実が存在する限りはこれを制限しないこと

とするものと解される。もっとも，特定の財務会計上の行為が財務会計法

規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発

生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象として監査請求がされた
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場合には，これについて上記の期間制限が及ばないとすれば，同条第２項

の規定の趣旨を没却することとなる。したがって，このような場合には，

当該行為のあった日又は終わった日を基準として同項を適用すべきもので

ある（最高裁昭和５７年（行ツ）第１６４号同６２年２月２０日第二小法

廷判決・民集４１巻１号１２２頁参照）。しかし，怠る事実については監

査請求期間の制限がないのが原則であることにかんがみれば，監査委員が

怠る事実の監査をするに当たり，当該行為が財務会計法規に違反して違法

であるか否かの判断をしなければならない関係にない場合には，当該怠る

事実を対象としてされた監査請求に上記の期間制限が及ばないものとすべ

きであり，そのように解しても，同項の規定の趣旨を没却することにはな

らない（最高裁平成１０年（行ヒ）第５１号同１４年７月２日第三小法廷

判決・民集５６巻６号１０４９頁参照）。

前記引用に係る原判決の認定事実（前記訂正部分を含む。）によれば，

控訴人らは，平成１４年６月２８日，静岡県監査委員に対し，本件監査請

求をしたものであるところ，甲第９号証によれば，本件監査請求は，払出

通知をする権限を有する静岡県教育委員会の財務課長その他の職員が重大

な過失により払出通知をするのが遅延したため，静岡県が源泉徴収した所

得税を納付期限までに納付することができなかったことによって損害を受

けたことを理由に，静岡県は上記職員らに対して損害賠償請求権を行使す

べきであるのにこれを怠っているという事実を対象とするものであること

が認められる。これによれば，本件監査請求は，本件払出通知が違法であ

るか又は無効であるからこそ実体法上の請求権が発生するという論理的な

関係にある場合にされたものではなく，本件払出通知は適法であるが，そ

れがされるのが遅延したことが違法であり，遅延したことによって損害賠

償請求権が発生するという場合に，損害賠償請求権が発生したとし，これ

を前提に損害賠償請求権の行使を怠っているとしてされたものである。し
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たがって，本件監査請求は，地方自治法第２４２条第１項にいう怠る事実

を対象とするものであるから，同条第２項所定の期間制限は及ばず，適法

なものであるというべきである。

なお，仮に財務会計職員が財務会計上の行為を行うことを遅延した場合

について，地方自治法第２４２条第２項にいう「当該行為の（中略）終わ

った日」を観念することができるとして，最高裁昭和５７年（行ツ）第１

６４号同６２年２月２０日第二小法廷判決・民集４１巻１号１２２頁の示

した法理に類似する法理の適用が考えられるとしても，財務会計職員が財

務会計上の行為を行うことを遅延したことに基づいて発生する損害賠償請

求権が，遅延していた当該行為が結局されるに至った時点では，いまだ発

生するに至っておらず，又はこれを行使することができない場合には，上

記損害賠償請求権が発生し，これを行使することができることになった日

を基準として同項の規定を適用すべきであるとする法理（平成６年（行

ツ）第２０６号同９年１月２８日第三小法廷判決・民集５１巻１号２８７

頁参照）に類似する法理の適用があると解するのが相当である。そして，

前記引用に係る原判決の認定事実（前記訂正部分を含む。）によれば，静

岡税務署長は，平成１３年８月２８日，静岡県に対し，本件不納付加算税

の賦課決定を通知したこと，静岡県は，同年９月２８日，本件延滞税を納

付したものの，本件不納付加算税の賦課決定については，静岡税務署長に

対する異議申立て，国税不服審判所長に対する審査請求をし，いずれも棄

却されたため，平成１４年５月３１日，本件不納付加算税を納付したこと，

控訴人らは，同年６月２８日，本件監査請求をしたこと，以上のとおり認

められるのであり，これによれば，上記のとおり本件不納付加算税を納付

した日を基準として同項の規定を適用すべきであるというべきである。し

たがって，本件監査請求は適法である。

３ 本件各訴えの適法性（本案前の争点(2)及び争点(3)）
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(1) 本案前の争点(2)について

普通地方公共団体が職員又は第三者の違法な行為により損害を受けた

場合において，当該普通地方公共団体が加害者に対する損害賠償請求権

の行使を怠っているときには，地方自治法第２４２条第１項にいう「財

産の管理を怠る事実」があるときに該当するのであり，上記違法行為が

財務会計上の行為である場合に限って同項にいう「財産の管理を怠る事

実」があるときに該当するということはできない。この点に関する被控

訴人らの主張は採用することができない。

(2) 本案前の争点(3)について

前記引用に係る原判決の認定事実（前記訂正部分を含む。）によれば，

Ａは，平成１３年５月１０日当時，静岡県教育委員会財務課課長補佐兼

教育予算班長であり，教育委員会財務課長の専決の権限を代決する権限

を有していたのであって，地方自治法第２４３条の２第３項の規定によ

る賠償の命令の対象となる者であったというべきである。したがって，

控訴人らは，地方自治法第２４２条の２第１項第４号ただし書により，

被控訴人静岡県知事に対し，Ａに対して当該賠償の命令をすることを求

める請求をしなければならないにもかかわらず，これを求めずにＡに対

して損害賠償の請求をすることを求める請求をしているのであって，本

件訴えのうち上記請求に係る部分は不適法であるといわざるを得ない。

４ 本案についての判断（被控訴人Ｂ及び同Ｃに対する請求）

(1) 普通地方公共団体がその職員に対して支給する給料等から源泉徴収

した所得税について普通地方公共団体の長等がする払出通知と地方自治

法第２４３条の２第１項第３号にいう「支出」

普通地方公共団体は，普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常

勤の職員等に対し，給料及び旅費を支給しなければならず（地方自治法

第２０４条第１項），同項の職員は，退職年金等を受けることができる
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こととされている（同法第２０５条）。普通地方公共団体は，上記の職

員に対して給料を支払う際，所得税法第１８３条第１項により所得税を

徴収して同項所定の期限（その徴収の日の属する月の翌月１０日）まで

に国に納付しなければならず，退職した職員に対して退職手当を支払う

際にも同法第１９９条により所得税を徴収して同項所定の期限（その徴

収の日の属する月の翌月１０日）までに国に納付しなければならない。

上記の給料の支払及び退職手当の支払は，普通地方公共団体の長が発す

る支出命令を受けて行われるのであるが，源泉徴収した所得税の納付は

期限が翌月１０日と定められているため，上記所得税は，いったん歳入

歳出外現金として受け入れられ，普通地方公共団体の長が発する出納通

知（払出通知）を受けて国に納付されることになる。歳入歳出外現金の

出納は，出納長がその職務権限を有し（地方自治法第１７０条第１項，

第２項第１号），歳計現金の出納の例によりこれを行わなければならな

いとされているから（地方自治法施行令第１６８条の７第３項），地方

自治法第２４３条の２第１項第３号にいう「支出又は支払」に該当する

と解されるところ，出納長は，普通地方公共団体の長の通知がなければ，

歳入歳出外現金の出納をすることができないこととされているのである

から（地方自治法施行令第１６８条の７第２項），普通地方公共団体の

長の出納通知（払出通知）は，歳入歳出外現金の出納の不可欠の前提で

あり，これと密接不可分の関係にあるものとして，地方自治法第２４３

条の２第１項第３号にいう「支出又は支払」に包含されると解するのが

相当である。

(2) 地方自治法第２４３条の２第１項後段所定の同項各号に掲げる行為

をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員

で普通地方公共団体の規則で指定したものを直接補助する職員の補助行

為が法令の規定に違反し，かつ，当該補助行為に関する違法が同項各号
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に掲げる行為の違法を構成する関係にある場合における同項の適用

地方自治法第２４３条の２第１項後段は，「次の各号に掲げる行為を

する権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で

普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法

令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通地方

公共団体に損害を与えたときも，また同様とする。」と規定している。

これを同項前段の規定と対比しつつ，地方自治法（平成１４年法律第４

号による改正前のもの）第２４３条の２第９項（上記改正後の地方自治

法第２４３条の２第１４項）の規定の趣旨にかんがみれば，同条第１項

各号に掲げる行為に関し，同項各号に掲げる行為をする権限を有する職

員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の

規則で指定したものの補助職員の補助行為が法令の規定に違反する場合

において，当該補助行為に関する違法が同項各号に掲げる行為の違法を

構成する関係にあるときには，同項所定の要件の下に損害賠償責任を負

うのは，同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に

属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したも

のに限られ，同項の適用上は，同項各号に掲げる行為をする権限を有す

る職員の権限に属する事務を直接補助する職員であっても，普通地方公

共団体の規則で指定したものに該当しないものは，自らは損害賠償責任

を負わず，その者の行為は，同項各号に掲げる行為をする権限を有する

職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体

の規則で指定したものが予見可能な範囲内のものである限り，これらの

者の行為と同視され，これらの者が当該行為を行い，又は怠ったものと

して重大な過失があるかどうかが評価されるものと解するのが相当であ

る（最高裁平成９年（行ツ）第６２号同１４年１０月３日第一小法廷判

決・民集５６巻８号１６１１頁参照。なお，最高裁昭和５８年（行ツ）
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第１３２号同６１年２月２７日第一小法廷判決・民集４０巻１号８８頁，

最高裁平成２年（行ツ）第１３７号同３年１２月２０日第二小法廷判決

・民集４５巻９号１４５５頁及び最高裁平成２年（行ツ）第１３８号同

３年１２月２０日第二小法廷判決・民集４５巻９号１５０３頁は，上記

と異なる趣旨を判示したものではないと解するのが相当である。）。そ

して，同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属

する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したもの

は，その権限に属する事務を補助職員に行わせた場合であっても，単に

自ら事務を執らないことを理由としてその責めを免れることができない

ものと解するのが相当である（会計法第４１条第２項参照）。

(3) 被控訴人Ｂの損害賠償責任について

これを本件についてみると，前記引用に係る原判決の認定事実（前記

訂正部分を含む。）によれば，静岡県は，平成１３年４月２３日，同年

３月末日付けで退職した教職員に退職手当合計額１９１億５６１３万８

３６１円を支払うと共に，源泉徴収した所得税合計５億７４２０万９７

００円を歳入歳出外現金として受け入れたのであるから，所得税法第１

９９条により，同年５月１０日までに上記所得税を国に納付しなければ

ならなかったのであり，静岡県教育委員会財務課長は，出納長が上記所

得税を国に納付するために必要な県知事の払出通知を専決により行う権

限を有するのであるから，同県の退職した教職員に対する退職手当の支

出命令をすれば，所得税法第１９９条により，その支払の際，その退職

手当について所得税を徴収し，その徴収の日の属する月の翌月１０日ま

でにこれを国に納付しなければならないことを当然心得ておかなければ

ならない職責を負っているのであり，出納長が上記納付期限までに上記

所得税の納付を完了することができるようにその払出通知をすべき義務

があったというべきである。前記引用に係る原判決の認定事実（前記訂
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正部分を含む。）によれば，当時静岡県教育委員会財務課長であった被

控訴人Ｂがその職務を怠り上記の義務に違反したことは明らかであり，

直接補助する職員であるＥが適時に歳入歳出外現金払出票を起案して決

裁に上程することを怠る事態が起こり得ることや，その結果，前記所得

税の納付が遅延して静岡県が多額の延滞税及び不納付加算税を納付しな

ければならない事態が起こり得ることは，上記の地位にあった者として

被控訴人Ｂが予見することが可能であったというべきである。被控訴人

Ｂが，日常の個々の支払や払出しといった業務については何らかの問題

が発生しない限り，具体的な注意喚起，指導を行うことはなかったとし

ても，そのことを理由に，被控訴人Ｂが上記の事態を予見することがで

きなかったということはできない。そこで，被控訴人Ｂの上記職務懈怠

について被控訴人Ｂに重過失があったと評価することができるかどうか

を検討すると，前記引用に係る原判決の認定事実（前記訂正部分を含

む。）によれば，Ｅは，上記所得税の払出通知をする文書である歳入歳

出外現金払出票を起案して決裁に上程する担当者であり，当時静岡県教

育委員会財務課長であった被控訴人Ｂが専決により上記の職務を行うに

ついてこれを直接補助する職員であって，出納長が上記納付期限までに

上記所得税の納付を完了することができるように，情報システム室から

送信される所得税集計表を出力し，内容を確認した上，歳入歳出外現金

払出票を起案し，決裁に上程すべき義務を負っていたのであるが，自ら

は上記納付期限の前日までに所得税集計表が送信されなかったと認識し

ていたにもかかわらず，情報システム室からの所得税集計表のメールの

送信が遅延しているものと速断し，これが送信されるのを待って歳入歳

出外現金払出票を起案すれば足りると漫然と考え，同僚や上司に何ら相

談せず，情報システム室その他の関係部署に何ら照会をせず，上司に全

く報告もせず，上記納付期限の４日後の平成１３年５月１４日になって
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同僚から上記所得税の払出しの件を尋ねられて事の重大性に気が付くま

で何らの措置を執らなかったのであるから，静岡県教育委員会財務課長

の前記の職務を直接補助する職務を行うについて重大な過失によりこれ

を怠ったというほかはない。地方自治法第２４３条の２第１項の適用上

は，同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務

を直接補助する職員であっても，普通地方公共団体の規則で指定したも

のに該当しないものは，自らは損害賠償責任を負わず，その者の行為は，

同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事

務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものの行為

と同視され，評価されるものと解するのが相当であることは，前記のと

おりである。したがって，Ｅは，上記の重大な過失による職務懈怠につ

いて損害賠償責任を負うものではないが，Ｅが重大な過失によりその職

務を怠ったことは，当時静岡県教育委員会財務課長であった被控訴人Ｂ

が前記の職務を怠ったことについて重大な過失があったと同視し，評価

する根拠となるというべきであるから，被控訴人Ｂは，地方自治法第２

４３条の２第１項第３号により，静岡県に対して与えた損害を賠償すべ

き義務を免れないというべきである。

前記引用に係る原判決の認定事実（前記訂正部分を含む。）によれば，

被控訴人Ｂは，静岡県に対し，２９０６万３９００円並びにうち３５万

３９００円に対する平成１３年９月２８日から，及びうち２８７１万円

に対する同年１１月８日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合に

よる遅延損害金の支払義務を負うというべきである。したがって，控訴

人らの被控訴人Ｂに対する請求は理由があるから，これを認容すべきで

ある。

(4) 被控訴人Ｃの損害賠償責任について

被控訴人Ｃは，平成１３年５月１０日当時，静岡県知事であり，出納
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長が前記所得税を国に納付するために必要な払出通知をする本来的権限

を法令上有していたが，上記通知については補助職員である被控訴人Ｂ

に専決の権限が付与されていた以上，被控訴人Ｂの作為義務違反が生じ

ないようにすべき指揮監督上の義務に違反し，故意又は過失によりこれ

を行わなかったときに限り，静岡県が被った損害につき賠償責任を負う

ものと解するのが相当である（最高裁平成２年（行ツ）第１３７号同３

年１２月２０日第二小法廷判決・民集４５巻９号１４５５頁参照）。前

記引用に係る原判決の認定事実（前記訂正部分を含む。）の下では，被

控訴人Ｃが被控訴人Ｂの作為義務違反が生じないようにすべき指揮監督

上の義務に違反したものということはできない。したがって，被控訴人

Ｃは賠償責任を負うものではなく，控訴人らの被控訴人Ｃに対する請求

は理由がないから，これを棄却すべきである。

５ 本案についての判断（被控訴人静岡県知事に対する請求）

地方自治法第２４３条の２第１項の適用上は，同項各号に掲げる行為を

する権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員であっても，

普通地方公共団体の規則で指定したものに該当しないものは，自らは損害

賠償責任を負わず，その者の行為は，同項各号に掲げる行為をする権限を

有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共

団体の規則で指定したものの行為と同視され，評価されるものと解するの

が相当であることは，前記のとおりである。Ｅ及びＦは，地方自治法第２

４３条の２第１項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属す

る事務を直接補助する職員であるが，普通地方公共団体の規則で指定した

ものに該当しないから，職務懈怠について損害賠償責任を負うものではな

いというべきであり，控訴人らが，被控訴人静岡県知事に対し，Ｅ及びＦ

に対して静岡県に対し損害賠償を支払うよう求める請求は理由がないとい

うべきである。
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６ 以上によれば，本件訴えのうち控訴人らが被控訴人静岡県知事に対しＡ

に対して静岡県に２９０６万３９００円並びにうち３５万３９００円に対

する平成１３年９月２８日から，及びうち２８７１万円に対する同年１１

月８日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払うよう請求する

ことを求める請求に係る部分については，不適法であるから，これを却下

すべきであるが，本件訴えのうちその余の部分は適法であるところ，控訴

人らの被控訴人Ｂに対する請求は理由があるからこれを認容すべきであり，

控訴人らの被控訴人Ｃに対する請求及び被控訴人静岡県知事に対するその

余の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却すべきである。

第４ 結論

よって，本件各控訴は一部理由があり，上記判断と抵触する限度で原判

決は不当であるからこれを変更することとし，なお，記録によれば，控訴

人Ｄが平成１８年１２月１５日死亡したことが明らかであり，本件訴訟の

うち同控訴人に関する部分は，同控訴人の死亡により終了したものという

べきであるから，主文においてその旨を宣言することとして，主文のとお

り判決する。

東京高等裁判所第２１民事部

裁判長裁判官 浜 野 惺

裁判官 高 世 三 郎
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裁判官遠藤真澄は，差し支えのため署名押印することができない。

裁判長裁判官 浜 野 惺
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（別紙）

平成１３年４月２７日～同年５月１５日におけるＥの認識及び行動の経過

（登載省略）


